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大
暑
の
候
宮
崎
県
防
衛
協
会
青
年
部
会
宮
崎
支
部
会
員
の
皆
様
に
は
益
々
ご
清
福

の
段
、
大
慶
至
極
に
存
知
上
げ
ま
す
。

ま
た
皆
様
に
は
日
頃
よ
り
当
支
部
運
営
に
際
し
、
格
段
の
ご
高
配
を
賜
り
、
衷
心
よ
り

厚
く
御
礼
申
し
上
げ
る
次
第
で
す
。

さ
て
先
月
は
、
一
日
に
県
防
衛
協
会
青
年
部
会
理
事
会
が
都
城
に
て
開
催
さ
れ
、
支
部

よ
り
二
名
参
加
致
し
ま
し
た
。
県
総
会
の
準
備
理
事
会
で
、
開
催
日
時
は
未
定
で
す
が
、

近
日
中
に
実
施
し
ま
す
の
で
、
改
め
て
皆
様
に
ご
案
内
を
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
た
同
二
十
五
日
は
、
恒
例
の
新
田
原
基
地
納
涼
祭
に
支
部
か
ら
は
二
名
参
加
し
て
、

救
難
隊
長
や
援
護
室
長
等
の
皆
様
と
、
大
い
に
懇
親
を
深
め
た
と
こ
ろ
で
す
。

と
こ
ろ
で
こ
の
度
、
安
倍
首
相
が
傍
目
に
は
強
引
と
も
思
え
る
ほ
ど
強
烈
に
推
進
し
た
、

集
団
的
自
衛
権
行
使
に
関
す
る
憲
法
解
釈
変
更
の
閣
議
決
定
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
を
、
的
確

に
捉
え
て
い
る
時
事
通
信
社
の
記
事
を
見
つ
け
ま
し
た
の
で
、
何
卒
ご
一
読
下
さ
い
。

＜
＜
＜
【
１
】
政
局
：
用
意
周
到
に
進
め
た
安
保
政
策
の
大
転
換

時
事
通
信
解
説
委
員

田
崎
史
郎

集
団
的
自
衛
権
行
使
に
関
す
る
憲
法
解
釈
変
更
の
経
緯
を
ウ
オ
ッ
チ
し
て
い
て
、
安
部

首
相
が
な
ぜ
着
々
と
政
策
を
実
行
で
き
る
の
か
が
あ
る
程
度
、
分
か
っ
た
。

そ
れ
は
、
（
１
）
用
意
周
到
な
準
備
（
２
）
正
確
な
読
み
（
３
）
先
々
を
見
据
え
て
何

を
い
つ
や
る
か
の
判
断
力
の
三
点
だ
。
前
回
の
こ
の
欄
で
行
使
容
認
に
慎
重
だ
っ
た
公
明

党
の
動
向
に
つ
い
て
、
安
倍
が
実
に
正
確
に
読
ん
で
い
た
こ
と
は
説
明
し
た
。
今
回
は
用

意
周
到
さ
と
先
見
性
に
つ
い
て
触
れ
て
み
た
い
。

＜
各
国
に
事
前
説
明
、
内
閣
法
制
局
も
方
針
転
換
＞

ま
ず
、
外
国
首
脳
と
の
会
談
で
安
倍
外
交
の
柱
で
あ
る
「
積
極
的
平
和
主
義
」
を
訴
え
、

集
団
的
自
衛
権
の
見
直
し
へ
の
理
解
を
求
め
続
け
た
。
そ
の
結
果
、
四
月
下
旬
に
来
日
し

た
オ
バ
マ
米
大
統
領
は
「
歓
迎
し
支
持
す
る
」
と
表
明
。
安
倍
は
ま
た
、
五
月
六
日
に
ブ

リ
ュ
ッ
セ
ル
の
北
大
西
洋
条
約
機
構
（
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
）
本
部
で
演
説
し
、
「
も
は
や
一
国
の

み
で
は
自
国
の
平
和
と
安
全
を
守
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
日
本
は
い
か
な
る
貢
献
が
可
能

か
、
ど
の
よ
う
な
法
整
備
を
な
す
べ
き
か
、
政
府
の
方
針
を
ま
と
め
た
い
」
と
表
明
し
た
。

も
ち
ろ
ん
、
昨
年
一
月
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
な
ど
東
南
ア
ジ
ア
歴
訪
を
は
じ
め
と
す
る
ア
ジ

ア
各
国
訪
問
で
も
説
明
し
た
。

こ
う
し
た
事
前
の
説
明
に
よ
っ
て
、
憲
法
解
釈
変
更
を
閣
議
決
定
し
て
も
、
中
国
を
除

い
て
反
発
す
る
国
は
な
か
っ
た
。
戦
前
回
帰
と
い
う
見
方
を
助
長
す
る
か
の
よ
う
な
一
部

新
聞
の
報
道
を
見
れ
ば
、
批
判
さ
れ
て
も
不
思
議
で
は
な
か
っ
た
が
、
そ
う
は
な
ら
な
か

っ
た
。

中
国
が
反
発
す
る
の
は
、
中
国
を
「
仮
想
敵
国
」
に
し
て
い
る
の
だ
か
ら
当
た
り
前
の

こ
と
。
韓
国
で
す
ら
批
判
せ
ず
、
外
務
省
報
道
官
が
声
明
で
「
平
和
憲
法
の
基
本
精
神
を

堅
持
し
、
日
米
同
盟
の
枠
内
で
、
地
域
の
平
和
を
害
さ
な
い
方
向
で
、
透
明
性
を
持
っ
て

進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
指
摘
す
る
に
と
ど
め
た
。
米
国
が
支
持
し
て
い
る
だ
け
で

な
く
、
集
団
的
自
衛
権
行
使
が
朝
鮮
半
島
有
事
も
視
野
に
入
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
当
然

と
言
え
る
。

先
に
亡
く
な
っ
た
元
駐
仏
大
使
・
小
松
一
郎
を
昨
年
八
月
八
日
、
内
閣
法
制
局
長
官
に

据
え
た
人
事
も
周
到
な
布
石
だ
っ
た
。
当
時
、
集
団
的
自
衛
権
見
直
し
に
向
け
た
露
骨
な

人
事
と
批
判
さ
れ
た
が
、
小
松
は
内
閣
法
制
次
長
・
横
畠
裕
介
ら
を
説
得
。
横
畠
は
二
月

十
二
日
の
衆
院
予
算
委
員
会
で
「
従
前
の
解
釈
を
変
更
す
る
こ
と
が
至
当
と
の
結
論
が
得

ら
れ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
を
変
更
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
」
と

語
り
、
憲
法
解
釈
の
変
更
は
可
能
と
の
認
識
を
示
し
た
。
報
道
で
は
ほ
と
ん
ど
取
り
上
げ

ら
れ
な
か
っ
た
が
、
横
畠
は
こ
の
段
階
で
、
憲
法
解
釈
の
変
更
を
容
認
し
て
い
た
。

横
畠
は
五
月
に
小
松
が
病
気
を
理
由
に
退
任
し
た
の
に
伴
い
、
内
閣
法
制
局
長
官
に
昇
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格
し
た
。
横
畠
を
推
薦
し
た
の
は
小
松
だ
っ
た
。
横
畠
の
「
先
祖
返
り
」
を
懸
念
す
る
声

も
あ
っ
た
が
、
横
畠
は
官
房
長
官
・
菅
義
偉
に
「
私
の
考
え
は
変
わ
り
ま
せ
ん
か
ら
」
と

電
話
を
入
れ
た
。

＜
来
年
だ
と
、
選
挙
近
づ
き
で
き
な
か
っ
た
＞

先
見
性
に
つ
い
て
触
れ
よ
う
。
憲
法
解
釈
の
変
更
を
急
い
だ
理
由
は
、
今
年
十
二
月
ま

で
に
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
日
米
防
衛
協
力
の
指
針
（
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）
再
改
定
に
間

に
合
わ
せ
る
た
め
、
と
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、
真
相
は
異
な
る
。
こ
の
合
意
は
昨
年
十
月
、

日
米
外
務
・
防
衛
担
当
閣
僚
に
よ
る
安
全
保
障
協
議
委
員
会
（
２
プ
ラ
ス
２
）
で
な
さ
れ

た
が
、
再
改
定
が
一
、
二
カ
月
遅
れ
て
も
特
段
、
問
題
に
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

む
し
ろ
、
「
来
年
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
ら
、
当
分
で
き
な
く
な
る
」
（
政
府
高
官
）
と

い
う
判
断
だ
っ
た
。
来
年
は
四
月
に
統
一
地
方
選
、
九
月
に
自
民
党
総
裁
選
が
予
定
さ
れ
、

再
来
年
十
二
月
の
衆
院
議
員
任
期
満
了
も
視
野
に
入
っ
て
く
る
。
選
挙
を
意
識
す
る
と
与

党
内
も
浮
き
足
立
ち
、
「
選
挙
の
前
に
そ
ん
な
こ
と
や
る
な
、
選
挙
後
に
し
ろ
」
と
い
う

声
が
高
ま
る
の
は
目
に
見
え
て
い
る
。
だ
か
ら
、
今
年
し
か
チ
ャ
ン
ス
が
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。

安
倍
政
権
発
足
後
、
安
全
保
障
政
策
で
は
昨
年
十
二
月
に
国
家
安
全
保
障
会
議
（
日
本

版
Ｎ
Ｓ
Ｃ
）
を
設
置
し
、
国
家
安
全
保
障
戦
略
を
策
定
し
た
。
今
年
四
月
、
武
器
輸
出
三

原
則
に
代
わ
る
「
防
衛
装
備
移
転
三
原
則
」
を
閣
議
決
定
し
、
「
原
則
と
し
て
認
め
な
い

が
例
外
を
認
め
る
」
か
ら
「
原
則
輸
出
可
能
。
問
題
が
あ
る
場
合
は
禁
止
」
に
変
え
た
。

政
権
発
足
か
ら
約
一
年
半
で
、
当
初
考
え
て
い
た
安
全
保
障
政
策
の
変
更
を
や
り
遂
げ

た
。
し
か
も
、
内
閣
支
持
率
を
下
げ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
な
ぜ
、
こ
う
い
う
こ
と
が
で

き
た
か
に
も
っ
と
注
目
し
た
方
が
良
い
。
（
敬
称
略
）

＜
＜
＜
【
２
】
集
団
的
自
衛
権
：
強
気
の
首
相
、
公
明
押
し
切
る

「
平
和
の
党
」
連
立
を
優
先

集
団
的
自
衛
権
の
行
使
容
認
を
め
ぐ
る
政
府
・
与
党
内
の
攻
防
は
、
安
倍
晋
三
首
相
が

公
明
党
を
押
し
切
る
形
で
決
着
し
た
。「
平
和
の
党
」
を
看
板
に
掲
げ
る
公
明
党
は
当
初
、

行
使
容
認
認
に
抵
抗
し
た
が
、
「
連
立
離
脱
」
を
封
印
し
た
こ
と
で
強
気
の
首
相
を
と
ど

め
る
す
べ
が
な
い
。
自
民
党
が
一
九
七
二
年
の
政
府
見
解
に
基
づ
く
自
衛
権
発
動
の
新
三

要
件
を
示
し
た
こ
と
が
呼
び
水
と
な
り
、
公
明
党
は
妥
協
に
傾
い
て
い
っ
た
。

＜
七
二
年
見
解
で
接
点
＞

「
公
明
党
の
北
側
一
雄
副
代
表
は
、
七
二
年
見
解
を
の
め
ば
党
内
を
ま
と
め
る
と
言
っ

て
い
ま
す
」
。
六
月
十
日
、
首
相
官
邸
執
務
室
。
与
党
協
議
の
座
長
を
務
め
る
自
民
党
の

高
村
正
彦
副
総
裁
は
首
相
と
向
き
合
う
と
、
七
二
年
見
解
を
根
拠
に
、
公
明
党
と
の
合
意

を
図
る
考
え
を
伝
え
、
了
承
を
得
た
。

公
明
党
の
山
口
那
津
男
代
表
ら
は
当
初
、
「
解
釈
変
更
は
憲
法
精
神
に
も
と
る
」
と
主

張
、
憲
法
改
正
に
よ
ら
ず
に
集
団
的
自
衛
権
行
使
を
可
能
に
し
よ
う
と
す
る
首
相
を
け
ん

制
し
た
。

こ
れ
に
対
し
、
首
相
は
五
月
十
五
日
の
記
者
会
見
で
、
行
使
で
き
る
ケ
ー
ス
を
限
定
す
る

「
限
定
容
認
論
」
ま
で
譲
歩
す
る
姿
勢
を
示
し
た
。
公
明
党
幹
部
か
ら
は
「
首
相
が
降
り

た
の
に
、
う
ち
は
一
ミ
リ
も
譲
ら
な
く
て
い
い
の
か
」
と
の
声
が
漏
れ
た
。

こ
れ
と
前
後
し
て
、
公
明
党
執
行
部
で
は
、
政
府
の
従
来
見
解
と
の
「
論
理
的
整
合
性
」

（
山
口
氏
）
が
不
可
欠
と
の
立
場
か
ら
「
七
二
年
見
解
な
ら
政
府
・
自
民
党
と
接
点
を
探

れ
る
」
と
の
考
え
が
浮
上
。
北
側
氏
は
高
村
氏
と
水
面
下
で
も
接
触
を
重
ね
、
こ
う
し
た

公
明
党
内
の
空
気
を
伝
え
た
。
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こ
う
し
て
高
村
氏
は
六
月
十
三
日
の
第
六
回
与
党
協
議
で
、
座
長
私
案
と
し
て
新
三
要

件
を
提
示
。
文
言
修
正
を
経
て
、
七
月
一
日
の
合
意
に
進
ん
だ
。
公
明
党
幹
部
は
「
座
長

私
案
は
公
明
案
み
た
い
な
も
の
。
あ
の
と
き
が
潮
目
だ
っ
た
」
と
振
り
返
る
。

一
日
、
閣
議
決
定
を
受
け
た
記
者
会
見
で
、
首
相
は
満
足
げ
に
語
っ
た
。
「
連
立
与
党

が
濃
密
な
協
議
を
重
ね
た
結
果
だ
」

＜
米
反
応
も
誤
算
＞

公
明
党
で
最
終
局
面
ま
で
慎
重
姿
勢
を
崩
さ
な
か
っ
た
山
口
氏
に
と
っ
て
は
、
米
政
府

の
反
応
も
誤
算
だ
っ
た
。
自
他
共
に
認
め
る
安
全
保
障
政
策
通
の
山
口
氏
は
か
ね
て
「
米

国
は
行
使
容
認
一
辺
倒
で
は
な
い
」
と
主
張
し
て
い
た
が
、
四
月
に
来
日
し
た
オ
バ
マ
米

大
統
領
は
首
相
と
の
首
脳
会
談
で
、
行
使
容
認
に
向
け
た
首
相
の
取
り
組
み
に
支
持
を
表

明
し
た
た
め
だ
。

与
党
協
議
が
大
詰
め
を
迎
え
た
六
月
、
山
口
氏
は
ハ
ド
リ
ー
元
米
国
家
安
全
保
障
担
当

大
統
領
補
佐
官
ら
、
米
国
の
知
日
派
知
識
人
と
相
次
い
で
会
談
し
た
が
、
い
ず
れ
も
行
使

容
認
を
歓
迎
す
る
意
向
を
示
し
た
と
い
う
。
山
口
氏
の
主
張
は
説
得
力
を
失
い
、
公
明
党

幹
部
は
「
裏
で
外
務
省
が
糸
を
引
い
て
い
た
の
で
は
」
と
ほ
ぞ
を
か
ん
だ
。

公
明
党
は
限
定
容
認
を
受
け
入
れ
た
も
の
の
、
自
民
党
と
の
間
に
は
火
種
が
残
っ
た
。

十
一
回
を
数
え
た
与
党
協
議
で
は
、
集
団
的
自
衛
権
に
基
づ
く
武
力
行
使
で
あ
る
シ
ー
レ

ー
ン
（
海
上
交
通
路
）
の
機
雷
掃
海
が
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
ま
で
は
、
詰
め
切
れ
な
か

っ
た
た
め
だ
。

国
連
安
保
理
決
議
に
基
づ
く
集
団
安
全
保
障
措
置
へ
の
対
応
も
積
み
残
し
と
な
っ
た
。

政
府
が
作
成
し
た
想
定
問
答
集
で
は
「
新
三
要
件
を
満
た
す
な
ら
ば
、
憲
法
上
『
武
力
の

行
使
』
は
許
容
さ
れ
る
」
と
明
記
。
一
日
の
自
民
党
会
合
で
、
高
村
氏
は
「
公
明
党
に
は
、

引
き
続
き
集
団
安
全
保
障
は
や
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
言
っ
て
あ
る
」
と
譲
ら
な
い
考
え
を

明
言
し
た
。

以
上
の
よ
う
に
自
民
、
公
明
両
党
の
間
で
丁
々
発
止
の
や
り
と
り
が
あ
り
、
漸
く
閣
議

決
定
が
成
さ
れ
た
よ
う
で
す
。

国
益
を
守
ろ
う
と
す
る
政
治
家
同
士
の
生
々
し
い
こ
の
会
話
を
読
む
と
、
ま
る
で
自
分

が
渦
中
の
人
物
か
の
よ
う
な
臨
場
感
が
あ
り
ま
す
が
、
重
要
国
策
を
決
定
す
る
と
云
う
事

は
大
変
な
困
難
が
伴
い
、
胃
が
痛
む
毎
日
だ
ろ
う
と
推
察
ぐ
ら
い
は
で
き
ま
す
。

尖
閣
、
竹
島
、
北
方
領
土
な
ど
、
我
が
国
固
有
の
領
土
や
領
海
を
虎
視
眈
々
と
窺
い
、

或
い
は
実
行
支
配
し
て
い
る
隣
接
諸
国
民
の
公
正
や
信
義
を
信
頼
出
来
る
は
ず
も
な
く
、

国
土
は
自
ら
の
血
と
汗
で
守
ら
ね
ば
、
チ
ベ
ッ
ト
や
ウ
ィ
グ
ル
、
そ
し
て
ク
リ
ミ
ア
等
の

厳
し
い
現
実
が
示
す
通
り
と
な
る
事
は
明
ら
か
で
す
。

我
々
防
衛
協
会
青
年
部
会
と
す
れ
ば
、
来
る
べ
き
「
憲
法
改
正
」
の
そ
の
日
ま
で
安
部

政
権
を
し
っ
か
り
支
え
続
け
て
行
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

尚
、
八
月
十
五
日
は
宮
崎
県
護
国
神
社
で
十
時
か
ら
、
そ
の
後
神
宮
会
館
に
場
所
を
移

し
て
十
一
時
か
ら
、
「
戦
没
者
を
追
悼
し
平
和
を
祈
念
す
る
宮
崎
県
民
の
集
い
」
を
開
催

致
し
ま
す
の
で
、
支
部
会
員
に
は
是
非
と
も
ご
参
加
賜
り
ま
す
よ
う
、
切
に
ご
案
内
申
し

上
げ
ま
す
。

猛
暑
の
砌
、
呉
々
も
ご
自
愛
専
一
に
お
過
ご
し
下
さ
い
。

平
成
二
十
六
年
八
月
一
日

宮
崎
県
防
衛
協
会

青
年
部
会

宮
崎
支
部
長

小
倉

和
彦


